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東京書籍の公民科
『公共』（公共701）・『政治・経済』(政経701)

〈公共×政治・経済〉 学習内容の系統表

公共 政治・経済

新課程の大学入学共通テストについて

〈公共×政治・経済〉で学習効果を高めます

① 系統性のある構成・内容で，基礎・基本を無理なく身につけられます
　・ 『公共』と『政治・経済』の単元構成を「日本政治→日本経済→国際政治・経済」の順で統一するとと

もに，用語等の統一を図り，学習を無理なく深めることができます。
　・  『政治・経済』の冒頭に，『公共』との関連をわかりやすく説明する「『公共』から『政治・経済』へ」

のページを設け，『公共』を意識した『政治・経済』の学習をうながします。

② 課題を見つけて解決する力を段階的に養います
　・  『公共』の「追究しよう」ページと，『政治・経済』の「諸課題の探究」ページにおける課題探究の流れ

を統一し，考察のための「視点」を明示することで，2科目を通して，課題を見つけて解決するための
思考力・判断力を高めることができるようにしてます。

③ 学校の状況に合わせて柔軟な「使い分け」が可能です
　・  『公共』には『政治・経済』の学習を先取りできる特設ページ「ゼミナール」を設け，『政治・経済』では

『公共』の政治・経済分野の重要事項を網羅することで，柔軟にご指導いただけるようにしています。

令和7年度以降の共通テストでは，公民科の科目に必ず「公共」
が組み合わされるため，「公共」対策が必須となります。また，令和
3年に大学入試センターが発表した「公共」のサンプル問題には，
生徒の学習過程を模した場面設定で課題を解決する問題や，具体的
な事象に概念を当てはめる問題が多く含まれているため，「現代社
会」以上に課題を探究し解決する力や思考力・判断力が問われるこ
とになると考えられます。

AB判　246ページ

48見開きの本文ページと，
主題学習ページ，特設ページで
多様な授業形態に対応

B5変形判　278ページ

豊富な資料と問いで，
基礎の定着から大学入試対策まで

しっかり対応

●内容の系統性
●学習の円滑な接続
● 共通テスト「公共，
　政治・経済」対策

『公共』（公共701）

第１部　「公共」のとびら
第１章　公共的な空間をつくる私たち
　―社会のなかの自己
第２章　公共的な空間における人間としての在り方生き方
　―共に生きるための倫理
第３章　公共的な空間における基本的原理
　―私たちの民主的な社会

第２部　自立した主体として社会に参画する私たち
第１章　民主政治と私たち
　 1テーマ  民主政治と政治参加
第２章　法の働きと私たち
　 1テーマ  法や規範の意義と役割
　 2テーマ  市民生活と私法
　 3テーマ  国民の司法参加
第３章　経済社会で生きる私たち
　 1テーマ  現代の経済と市場
　 2テーマ  市場経済における金融の働き
　 3テーマ  財政の役割と持続可能な社会保障制度
第４章　私たちの職業生活
　 1テーマ  働くことの意義と職業選択
　 2テーマ  労働者の権利と雇用・労働問題
第５章　国際社会のなかで生きる私たち
　 1テーマ  国際社会のルールとしくみ
　 2テーマ  国際社会と平和主義
　 3テーマ  国際平和への課題
　 4テーマ  グローバル化する国際経済

第３部　持続可能な社会づくりに参画するために

『倫理』（倫理701）
『政治・経済』のDマークコンテンツ（デジタルコン
テンツ）として，『公共』第１部第１・２章の紙面を
用意し，確認できるようにしています。

『政治・経済』（政経701）
第１編　現代日本の政治と経済
第１章　現代日本の政治
　１節　民主政治の基本原理
　２節　日本国憲法の基本原理
　３節　日本の政治機構
　４節　現代政治の特質と課題
第２章　現代日本の経済
　１節　現代の資本主義経済
　２節　現代経済のしくみ
　３節　日本経済の発展と現状
　４節　福祉社会と日本経済の課題
第３章　現代日本の諸課題

第２編　グローバル化する国際社会
第１章　現代の国際政治
　１節　国際政治のしくみ
　２節　複雑化する国際政治と日本
第２章　現代の国際経済
　１節　国民経済と国際経済
　２節　世界経済の現状と課題
第３章　国際社会の諸課題

現行 令和７年度から

公民

現代社会

倫理

政治・経済

「倫理，政治・経済」

令和７年度から

「公共，倫理」

「公共，政治・経済」

「地理総合，歴史総合，公共」*
＊いずれか 2科目の内容を選択解答



◆〈公共〉『政治・経済』の学習を先取りできる特設ページ「ゼミナール」
◆  〈公共〉 課題を見つけて解決する力を養う「追究しよう」 

〈政治・経済〉 探究を社会参加へとつなげる「諸課題の探究」

◆〈政治・経済〉『公共』からの接続を図る冒頭部

教科書紙面のご紹介

「 公 共 」の お も な 学 習 領 域

「 政 治・経 済 」の お も な 学 習 領 域

公共的な空間を
つくる私たち

□ 私たちは互いの人格や個性を尊重し合い，公共空間におけるコミュニケー
ションを通して，よりよい社会の形成に参加する。

公共的な空間における
人間としての
在り方生き方

□目的論のうち帰結主義（功利主義）は，行為の結果に着目して，「最大多数の
最大幸福」を実現しようとする考え方である。

□義務論は，行為の動機に着目して，公正さの実現などの義務を遂行するこ
とで社会全体の正義を実現しようとする考え方である。

公共的な空間における
基本原理

□ 民主政治は，人間の尊厳と平等，個人の尊重の原理を実現するものでなければならない。
□ 政治のあり方は，国民主権や民主主義の考えにもとづき，人々の意思にもとづいて決定されなけ
ればならない。

□ 人々の自由と平等を確保するために，政治権力は，法の支配や立憲主義の考えにもとづいて制限
されなければならない。

　「公共」の科目では，政治や法，経済などに
ついて，「公共的な空間と私たちとの関わり」
という視点から学習した。すなわち，政治に
私たちの考えを反映させるにはどうすればよ
いか，法は私たちの生活とどのように関わっ
ているか，日本の財政のあり方について納税
者としてどう考えるかなど，政治や法，経済
について自分たち自身との接点を中心にとら
え，それぞれの課題を把

は

握
あく

し，その解決策に
ついて考察してきた。公共的な空間に関わっ
ていくための「視点や方法」を身につけること
が，「公共」の学習の中心である，ということ
もできるだろう。
　「政治・経済」の学習は，基本的には「公共」
の延長線上にある。ただし，大きく異なるの
は，「政治・経済」では日本や世界の政治や経
済について俯

ふ

瞰
かん

的に学習するという点である。

日本の政治のしくみはどうなっているのか，
日本経済が成長するためには何が必要か，国
際平和を実現するにはどうすればよいか。こ
うした課題を具体的に追究していくなかで，
政治や経済に関する知識・概念や「視点や方
法」を身につけていく。そのうえで，自分自
身に立ち返り，よりよい社会を形成するため
に自分にできることを構想し，実践していく。
「公共」で身につけた「視点や方法」を活

い

かしつ
つ，政治・経済に対するより深い理解の下

もと

，
より実践的な解決策を探究していくのが，「政
治・経済」の特徴である。
　「政治・経済」を学習する上では，当然，「公
共」で学習した知識・概念や「視点や方法」が，
学習の基

き

盤
ばん

として重要になってくる。ここで
は，「公共」の学習を振り返り，「政治・経済」
の学習に向けた準備をしよう。

持続可能な社会の形成
□持続可能な社会を形成するために，現代社会の抱える課題について考察し，その解決の方策を構
想し，社会参加していくことが大切である。

民主政治と政治参加

□ 日本では，国民主権の原理にもとづき国会を中心とする民主政治のしくみをとっている。
□地方自治には，団体自治・住民自治の考えにもとづき，直接請求権など直接民主制のしくみが導
入されている。

□ よりよい民主政治を実現するためには，主権者である国民が，選挙などさまざまな方法で政治参
加する必要がある。

法や規範の意義と役割 □法には公法や私法などがあり，社会統制や活動促進，紛争解決などの役割をもつ。

市民生活と私法
□契約は，当事者の自由な意思の合致により成立する，法的拘束力のある約束である。
□ 消費者は消費者基本法や消費者契約法などで保護されると同時に，自立した主体として自らの消
費行動に責任を負う。

国民の司法参加 □ 公正な裁判のためには司法権の独立が必要であり，国民が司法参加することが大切である。

現代の経済と市場
□市場経済では自由な経済活動を通じて希少な資源が効率的に配分されるが，寡占・独占などの「市
場の失敗」が発生しうる。

市場経済における
金融の働き

□家計や企業は金融市場を通じて資金を融通し合っており，金融機関はその仲介をしている。
□中央銀行は，公開市場操作などの金融政策を通じて物価と景気の安定化を図っている。

財政の役割と
持続可能な
社会保障制度

□ 市場経済において財政は，資源配分の調整や所得の再分配，景気の安定化などの役割をもつ。
□ 人々に人間らしい生活を保障するために社会保障制度が設けられているが，少子高齢化によりそ
の給付と負担のバランスが課題となっている。

働くことの意義と
職業選択

□職業労働には自己実現や社会貢献などの意義があり，多様な働き方が存在するが，産業構造の高
度化にともない変化しつつある。

労働者の権利と
雇用・労働問題

□ 雇用関係は使用者と労働者との間での労働契約にもとづき，労働基準法や労働契約法などにより
労働者の権利保護が図られている。

国際社会の
ルールとしくみ

□ 国際社会は相互に対等な主権国家からなり，その関係は国際法や外交などによって規律されている。
□ 日本は近隣諸国との間に領土をめぐる問題を抱えており，平和的な解決に向けて取り組んでいる。

国際社会と平和主義
□ 日本は，平和主義の下，日米安全保障条約を軸とした安全保障体制を築いている。
□軍縮や地域紛争，難民問題などの解決に向けて，国家や国際連合，NGOなど，多様な主体によ
る取り組みが求められている。

国際平和への課題
□ 日本は平和憲法の下，唯一の被爆国として，国際平和の実現に向けた取り組みを続けている。
□ 「持続可能な開発目標」（SDGs）の達成に向けて，一人ひとりの具体的な取り組みが求められている。

グローバル化する
国際経済

□ 経済のグローバル化が進展し，国際社会における相互依存関係がいっそう深まってきている。
□ 国際機関や国家間の協定，地域機構などによって，自由貿易体制の維持や国際通貨制度の安定化
などが図られている。

□南北問題・南南問題や貧困問題を解決するために，国際機関や先進国による開発援助が行われて
いる。

「公共」の教科書の
紙面で確認しよう
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48 49第３章　 公共的な空間における  
基本的原理

　基本的人権は，人間は生まれながら自由で，平等である
という考えにもとづく。日本国憲法は「すべて国民は，法
の下

もと

に平等であつて，人種，信条，性別，社会的身分又
また

は
門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差
別されない」（第14条1項）と定めた（法の下の平等）。また，
「華族その他の貴族の制度」を否定した（第14条2項）。この
条項はさまざまな差別を，基本的人権の尊重の原理から改
めていくうえで非常に大切な役割を果たしている。両性の
本質的平等（第24条）や参政権の平等（第44条）に関する規
定は，明治憲法にはなかったものである。
　しかし，こうした憲法の規定にかかわらず，私たちの周
囲には多くの差別問題がある。植民地支配に由来する在日
韓
かん

国
こく

・朝
ちょう

鮮
せん

人問題など在日外国人に対する社会的差別はそ
の一つである。被差別部落出身者への差別，アイヌ民族に
対する差別，職場などでの男女差別，障がい者への差別や

平等権1

（3）集会・結社・表現の自由，通信の秘密：集会・結社の
自由は，意見を同じくする人々が集まり社会に意見を表明
し，ほかの人々に働きかけていく活動を保障するもので，
政治活動にとっても重要な権利である。戦前に治安維

い

持
じ

法
などによりこれらの権利が侵害された歴史をふまえ，その制
限は最小限にとどめなければならない。こうした権利を保
障するために，検

けん

閲
えつ

の禁止や通信の秘密が規定されている。
（4）学問の自由：学問研究の自由，研究発表の自由，教授
の自由が認められ，大学の自治の保障も含まれる。
身体の自由
　身体の自由が奪われたり，恣

し

意
い

的に罰せられたりするよ
うでは人格の尊重は実現できない。法律にない刑

けい

罰
ばつ

は科
か

せ
られないとする罪

ざい

刑
けい

法
ほう

定
てい

主
しゅ

義
ぎ

は近代法の重要な原則であり，
刑事裁判にかけられた被

ひ

告
こく

人
にん

にもさまざまな権利が認めら
れている。憲法は，法定手続きの保障（第31条），遡

そ

及
きゅう

処
しょ

罰
ばつ

の禁止（第39条），一
いち

事
じ

不
ふ

再
さい

理
り

（第39条），令
れい

状
じょう

主
しゅ

義
ぎ

（第33条，
第35条），黙

もく

秘
ひ

権
けん

（第38条）などを定めている。
経済（活動）の自由
　人がさまざまな自由を享

きょう

受
じゅ

するためには収入の途
みち

や生活
の基盤が不可欠である。そのため，財産権の保障が必要で
あり，生活の基盤を得るため必要な職業選択の自由と営業
の自由が定められている。ただし，経済活動の自由は無制
限なものではなく，「公共の福祉」によって制限されうる。
なお，居住・移転の自由も保障され，個人の意思によって
外国に移住したり，国籍を離脱する自由も保障されている。

　権利を実現するためには，公
おおやけ

の機関を設け，さまざまな
政策を実施しなければならず，そうした活動を支えるため
に国民は納税の義務を負う。また，子どもに普通教育を受
けさせる義務，勤労の義務を定めている。明治憲法との最
も大きな違いは兵役の義務がなくなったことである。

p.106

p.95, p.119

国民の義務と責任3

　個人が国家権力による干渉や介
かい

入
にゅう

を受けずに自由に行動
する権利，つまり「国家からの自由」を意味する。自由権は
精神の自由，身体の自由，経済の自由に大

たい

別
べつ

される。
精神の自由
（1）思想・良心の自由：広く内心の自由をいう。国家は個
人の思想などを理由に不利益を課したり，特定の思想をい
だくことを禁止したりできない。また，思想について沈黙
の自由も保障される。
（2）信教の自由：信教の自由は何

なん

人
ぴと

に対しても保障され，
何人も宗教上の行為などを強制されない。国が宗教活動を
したり特定の宗教団体に特権をあたえたりすることは，政
教分離の原則によって禁止される。この原則は，戦前，国
家神

しん

道
とう

が強制された日本の歴史をふまえ，尊重されなけれ
ばならない。

自由権2

偏
へん

見
けん

も大きな問題である。
　差別の解消のためには，社会的に影響力のある地位を，
マイノリティ出身者に枠

わく

として割りあてるポジティブ（ア
ファーマティブ）・アクションのようなやり方もあり，欧
米では，入学や就職などに際し，女性や社会的弱者，マイ
ノリティなどに積極的な優遇措

そ

置
ち

をとる国もある。
　男女差別解消のためには，男女雇

こ

用
よう

機会均等法や男女共
同参画社会基本法などが制定されている。しかし，職場な
どでの実際の差別は根強く残っており，賃金や昇進などを
めぐって，さまざまな裁判も提起された。また，障がい者
については「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律（障害者差別解消法）」が制定され，雇用についても障
害者雇用促

そく

進
しん

法が制定され，民間企業や国，地方公共団体
は一定の割合で障がい者を雇用することが義務づけられて
いる。

₁₉₈₅年 ₁₉₉₉年

₂₀₁₃年

₁₉₈₇年

p.157

　人権を保障するためには憲法が大きな役割を果たしている。憲法はおもな人権を列挙して，政府による人権侵害を禁止し，
権利保障のために政府が必要な施策をとることを求めている。日本国憲法第11条は基本的人権の保障を明示し，第13条は
個人が個人として尊重されながら（個人の尊重），幸福に生活すること（幸福追求権）そのものを人権として規定している。

日本国憲法の基本原理②─基本的人権の保障

1日本国憲法の基本的人権と義務　数字は憲法の条項。

男女差別をめぐる裁判判例

　女性であるために一定の役職に昇進できないという差別
は「ガラスの天

て ん

井
じょう

」といわれる。会社と国を相手に，男性と
の差別賃金などの損害賠

ば い

償
しょう

を求めた住友電気工業訴
そ

訟
しょう

では，
会社が原告を昇進させ，解決金を支払うことで和

わ

解
か い

が成立
した（2003年）。同様の差別の解消を求めた芝信用金庫訴
訟では，法の下の平等に反するとする判決がだされた
（2002年和解）。また，女性が結婚した場合に退職するこ
とを採用条件にする結婚退職制（現在では法律で禁止）や，
男女の定年年齢差別是

ぜ

正
せ い

を求める裁判では，原告側（女性）
が勝訴した。近年では，妊娠を理由にした降格について，
違法・無効の判決がだされている。

自由権をめぐる裁判判例

訴訟 憲法条項 判決

三菱樹脂事件 第14条
第19条

学生運動などの経歴を隠したとして本採用
を拒否された原告が思想信条などによる差
別であるとして提

て い

訴
そ

。第一，二審は原告勝
訴。最高裁は私

し

人
じ ん

間の人権侵害に憲法を適
用せず原告敗訴（1973年）。のちに和解が成立。

チャタレー事件 第21条

文学作品における表現の自由と制限が争点
となった。最高裁はわいせつ文書頒

は ん

布
ぷ

を禁
じた刑法第175条は合憲であるとした（1957
年）。

ポポロ事件 第23条

大学の自治と警察権の介入が争点となった。
第一，二審は学生側が勝訴。最高裁は学生
の政治的社会的活動は自治権の範囲外と判
断し，学生側が敗訴した（1963年）。

津
つ

地
じ

鎮
ち ん

祭
さ い

訴訟 第20条
第89条

三
み

重
え

県津
つ

市が体育館の起工にあたって神道
固有の儀式にのっとった地鎮祭を行い，そ
の費用に公金を支出したことは憲法第20条，
第89条に違反するとして提訴された訴訟。
最高裁は地鎮祭は一般的慣習に従った世俗
的行事であり宗教活動にはあたらないとし，
原告の請求をしりぞけた（1977年）。

愛
え

媛
ひ め

玉ぐし料
訴訟

第20条
第89条

愛媛県による靖
や す

国
く に

神社への玉ぐし料などの
公金支出が憲法第20条，第89条に違反する
として提訴された訴訟。最高裁は玉ぐし料
などの公費支出は憲法第20条3項が禁止す
る宗教活動と，第89条が禁止する公金支出
にあたるとする違憲判決を下

く だ

し，当時の知
事に対し，県への賠償金の支払いを命じた
（1997年）。

　基本的人権を行使する際に，他人の権利との調整原理として「公
共の福祉」がある。憲法は権利や自由を「濫

ら ん

用
よ う

してはならないので
あつて，常

つ ね

に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と
している。ただし，「公共の福祉」の名のもとに正当な権利が侵害
されないように注意する必要がある。

公共の福祉

　2019年に「アイヌ施策推進法」が制定され，アイヌ民族を先住
民族としてはじめて法的に位置づけ，観光や産業を支援する交付
金制度などが盛りこまれた。しかし，土地や資源に対する先住権
が明記されず，生活，教育支援策が盛りこまれていないなどの問
題点も指摘されている。

アイヌ施策推進法

基本的人権
の一般原則

基本的人権の固有性・永久不可侵性 11 97，自由・権利の保持
の責任と濫用の禁止 12，個人の尊重，幸福追求権 13

平等権 法の下の平等 14，両性の本質的平等 24，参政権の平等 44

自
由
権
的
基
本
権

精神の
自由

思想・良心の自由 19，信教の自由 20，集会・結社・表現の自
由 21，学問の自由 23　

身体の
自由

奴隷的拘束および苦役からの自由 18，法定手続きの保障 31，
不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由 33 34，住居の不可侵 35，
拷問および残虐刑の禁止 36，刑事被告人の権利 37，黙秘権 38，
遡及処罰の禁止・一事不再理 39

経済の
自由 居住・移転および職業選択の自由 22，財産権の保障 29

社会権的
基本権

生存権 25，教育を受ける権利 26，勤労権 27，勤労者の団結権・
団体交渉権・団体行動権 28

参政権
公務員の選定・罷免の権利 15，請願権 16＊，最高裁判所裁判
官の国民審査権 79，地方公共団体の長・議員の選挙権 93，特
別法の住民投票 95，憲法改正のための国民投票 96

請求権 損害賠償請求権 17，裁判を受ける権利 32，刑事補償請求権 40

義務 教育を受けさせる義務 26，勤労の義務 27，納税の義務 30

＊請願権は請求権の一種とされることもある。

視点 多数決／熟議
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民主政治と政治参加1テーマ

民
主
政
治
と
私
た
ち

1
第

章
国民投票は民意をじゅうぶんに反映できるか？考える

　選挙で民意をじゅうぶんに反映できないのであれば，国民が個々の政策課題について直接決定に参加する国民投票を
実施すべきだろうか。国民投票のメリットとデメリットについて，〈多数決〉と〈熟

じゅく

議
ぎ

〉の視点から考えてみよう。

多様な民意が反映される政治をめざしてまとめる

　イギリスで首相を務
つと

めたチャーチルが「民主主義は最悪の政治といえる。これまで試みられてきた，民主主義以
外のすべての政治体制を除けばだが…」と述べたように，民主主義にはよい面もあれば悪い面もある。それでもなお，
私たちが民主主義を守ろうとするのは，民主主義による決定ならば，より多くの人々の納得を得られる可能性が高
いからである。そして，民主主義をより確かなものにするには，社会的少数者を含む，多様な人々の民意が反映さ
れなければならない。そのような望ましい民主政治のあり方について考えていこう。

3オストロゴルスキーのパラドックス

民意と乖離した政治つかむ

民意を反映した政治を実現するには？追究
しよう

　民主政治は，主権者である国民が政治に参加
する方法によって，直接民主制と間接民主制に
分けられる。今日の社会では間接民主制を基本
とするが，代表者による政治は私たち国民の声
をじゅうぶんに反映しているといえるだろうか。
　近年，日本の地方政治では，大

おお

阪
さか

都構想の賛
否を問う住民投票のように，直接民主制によっ
て政策の是非を決める地方自治体（地方公共団
体）もある。また，海外では，イギリスのEU
離脱をめぐる国民投票のように，国の政治課題

について国民が直接決定に参加する例がみられ
る。しかし，日本の国家レベルでは，憲法改正
の国民投票を除けば，個別の政策の是非を問う
国民投票の制度は導入されていない。
　ここでは，民意と政治との間に乖

かい

離
り

が生じて
いる現状をふまえたうえで，国民が国の政策決
定に直接参加する国民投票のメリットとデメリ
ットを考察し，多様な民意を反映した政治を実
現する方法について考えてみよう。

●国の政策への民意の反映
　内閣府が行っている「社会意識に関する世

せ

論
ろん

調査」
によると，「国の政策に国民の考えや意見がどの程度
反映されていると思うか」という質問に対し，「反映
されていない」とする人の割合が約７割を占めてい
る。男女別にみると，男性よりも女性のほうが「反映
されていない」と感じている人が多い（1）。
●投票率低下の背景
　1990年代以降，投票に行かない棄権が増えている
が，その背景には，民意が政治に反映されていない
ことへの不満や，政治に対する無力感・無関心の広
がりがあると考えられる。近年の国政選挙の投票率
は50％台にとどまることが多く，有権者の半数程度
の民意しか選挙結果に反映されていないことになる。
●世論調査と選挙結果の乖離
　たとえば，2019年の参院選では，消費増税や憲法
改正の是非が争点となった。参院選の直前に行われ
たNHKの世論調査によると，消費増税については
「反対」が多く，憲法改正についても「必要ない」とす
る意見が多かった（2）。しかし，選挙の結果は，消
費増税や憲法改正を進めようとする与

よ

党
とう

が勝利した。
こうした民意と政治との乖離は，間接民主制に対す
る不信感を生みだしかねない。

　選挙で政党を選ぶ場合と，国民投票で決定する場合と
では，同じ多数決でも結果が異

こと

なることがある（オストロ
ゴルスキーのパラドックス）。下の表のように，政策Ａか
らＣを争点として選挙が行われ，すべての政策に賛成の
立場の「賛成党」と，すべての政策に反対の立場の「反対
党」のいずれかを選ぶものとする。有権者が自分の意見
により近い政党に投票した場合，賛成党３票，反対党２
票で賛成党が勝利する。しかし，各争点で個別に国民投
票を行うと，いずれの政策も賛成派２票，反対派３票で
否決されることになる。このような場合，選挙よりも国
民投票のほうが多数派の民意を反映しているといえる。

　国民投票は，私たちが直接決定に参加できるという意
味では，民主主義の理想にかなっている。しかし，現代
国家のような規模の大きな政治の場においては，国民の
実質的な熟議（話しあい）が難しいという問題点がある。
たとえば，2016年のイギリスの国民投票はEU離脱派と
残留派の分断を招き，その後のイギリス政治に大きな混
乱をもたらした。また，熟議をへずに単純な多数決で政
策の可否が決定されてしまうと，トックビルのいう「多数
者の専制」（p.40）をもたらし，少数派の意見や立場が軽視
されてしまう危険性もある。民主政治をより確かなもの
にするには，熟議によって合意形成をはかる必要がある。

政策A 政策B 政策C 選挙
有権者① 賛成 賛成 反対 賛成党
有権者② 賛成 反対 賛成 賛成党
有権者③ 反対 賛成 賛成 賛成党
有権者④ 反対 反対 反対 反対党
有権者⑤ 反対 反対 反対 反対党

国民投票 反対 反対 反対 国民投票では
反対派が勝利

4イギリスの国民投票結果を受けた人々のようす（2016年6月）

１地方自治における住民投票や，外国の
国民投票について調べてみよう。

２討論型世論調査や市民討議会のような，
熟議のためのしくみについて調べてみ
よう。

３国民の政治不信を解消するために必要
なことは何か，話しあってみよう。

視点をふまえた
さまざまな意見

現代国家で国民投票
を行うと，世論の分
断や少数意見の軽視
といった問題が起き
る心配があるよ。

間接民主制に対する
信頼を取りもどすた
めに，まずは投票率
を向上させることが
大切だと思うよ。

国政について重要な決定
をする際は，民意をより
正確に反映できる国民投
票を実施すべきだよ。

1国の政策への民意の反映（内閣府「社会意識に関する世論調
査」2020年）

2消費増税，憲法改正についての国民の意見
（2019年7月NHK世論調査）

憲法改正は
必要か

改正する
必要があると

思う
　　29％

改正する
必要はないと思う

32

どちらとも
いえない
30

わからない・
無回答 9

わからない・
無回答 6

賛成
26％

反対
37

どちらとも
いえない
31

消費税率
10％引き上げ

への賛否

1テーマ 民主政治と政治参加

視点 １ 民意を反映できる〈多数決〉の
方法は？ 視点 2 〈熟議〉をへない国民投票は

何をもたらすか？

第1部 p.40~41
第2部 p.60~61，67

関連
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かなり反映
されている

反映されている（小計）29.1％［2020年］

反映されていない

反映されている

反映されていない（小計）67.1％

（該当者数）

ある程度反映
されている

あまり反映
されていない

ほとんど反映
されていない

わから
ない

総数（5392人）

男性（2564人）

女性（2828人）

1.2％ 3.8
27.9 52.1 15.0

32.3

23.9 55.1 14.9

48.7 15.1
1.6％

0.9％

2.3

5.2

＊2016年2月調査までは，20歳以上の者を対象として実施。
　2017年1月調査から18歳以上の者を対象として実施。

3 まとめる
参加する

1 つかむ

2 考える

　子どもをもつ，もたないは個人の自由だが，子どもをもちたい人が，おかれている環境や経済状
じょう

況
きょう

が
理由でもつことができないとしたら，重大な問題である。希望するすべての人がその希望に応じて子ど
もをもてるようにするために，日本の社会保障政策はどうあるべきか，自分の考えをまとめよう。また，
その実現のために主権者としてできることを考え，実践しよう。

　日本では，少子高齢化の進展により，社会保障を支える現
げん

役
えき

世代が減
り，給付の多い高齢世代が増えたことで，社会保障の給付と負担のバラ
ンスが課題になっている。少子高齢社会における社会保障はどうあるべ
きか，具体的な課題を立てて探究しよう。（右の写真は，NPOが実施す
る熊本県天

あま

草
くさ

市の妊
にん

娠
しん

・出産包
ほう

括
かつ

支援事業の様子〔2019年〕。）

　安心して子育てができる社会にするために，今後の日本の子育て支援策はどうあるべきか，次の四つ
の視点などを踏まえて考察しよう。

日本の子育て支援のあるべき姿を考えよう

安心して子育てできる社会をめざして

少子高齢社会における社会保障テ
ー
マ1

少子高齢社会における
子育て支援はどうあるべきか

探究課題の設定

0 5 10 15 20 25%

子育てや教育にお金が
かかりすぎるから

ほしいけれどもできないから

高年齢で生むのはいやだから

健康上の理由から

これ以上，育児の心理的，
肉体的負担に耐えられないから

自分の仕事に差し支えるから

20.1

11.4

10.1

4.9

2.8

1.9

[2015年]

家庭保育では，子どもは親や兄弟姉妹などと一
緒に暮らすなかで，家族と影響し合いながら育つ。
ただ近年では，兄弟姉妹の数が少なくなったり，
親が働きに出たりするため，多くの子どもを施設
に集めて保育する集団保育が多用されるように
なった。集団保育では保育士が関わって子どもの
社会性の発達が促

うなが

されるが，その費用は家計が負
担しなければならない。子育てはだれがどのよう
に行うのがよいだろうか。

家庭保育と集団保育視点A

便
べん

益
えき

に応じて費用を負担するという受益者負担
の考えにもとづくと，集団保育を含む子育ての費
用負担は利用した親に求めることになる。しかし，
低所得世帯はその負担に耐えられず，保育所など
に子どもを預けられなくなる可能性がある。また，
「子どもは社会全体で育てる」という考えに立てば，
税金などでまかなうことで，子育ての受益と関係
なく社会全体で負担することになる。子育ての費
用はだれがどの程度負担すべきだろうか。

受益者負担と社会的負担視点B

　税金を使って児童手当などの給付を行う際に，
すべての対象者に一律に行うと，高所得世帯も低
所得世帯も平等に恩

おん

恵
けい

を受けられるが，そのぶん
税負担が重くなる。低所得世帯など経済的に困難
な世帯だけに支援の対象を絞

しぼ

れば，同じ財源でも
そのぶん重点的に支援できるが，給付が受けられ
ない世帯が出てくる。子育て支援の給付はすべて
の対象者に一律で実施すべきだろうか，それとも
経済的な事情に応じて実施すべきだろうか。

形式的平等と実質的平等（➡p.29）視点C

　現在の日本では，高齢化にともなう社会保障費
の増大が財政を圧

あっ

迫
ぱく

しており，社会保障給付は若
じゃく

年
ねん

者よりも高齢者を対象としたもののほうが多く，
その負担は高齢者よりも若年者のほうが多い傾向
にある。そのため，子育てに対する政府の支援も，
他の先進国に比べて抑えられがちである。特定の
世代の利益ないし不利益とならないような，世代
間の公平性が確保された社会保障制度にするには，
どうすればよいだろうか。

世代間の公平性視点D

日本の子育て支援の現状はどうなっているか
日本の社会保障の現状
　現在，日本の社会保障関係費は一般会計歳出の
なかで最大の3分の1を占めており，高齢化が進
むなか，今後もさらなる増大が予想されている。
増え続ける給付をまかなうため，2012年から「社
会保障と税の一体改革

➡p.117
」が進められ，消費税の増

税分が社会保障に使われることになった。しかし，
現在の社会保障の水準を維

い

持
じ

するには，消費税率
を30％台にする必要があるという試算もある。
子育て世代への支援
　社会保障というと高齢者が対象のように考えら
れがちだが，子育て世代の生活を支えること

➡p.154
も重

要である。保育所に子どもを預けたくても順番待
ち（待機児童

➡p.154
）となったり，育児時間や費用を捻

ねん

出
しゅつ

できなかったり，経済的な理由で結
けっ

婚
こん

できなかっ
たりする人もいる。少子化対策のためにも，子育
て世代向けの社会保障の充実が急務となっている
が，それを充実させると，その分，社会保障の負
担が重くなることになる。
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2

子育て支援のあり方
　安心して子育てできる環境を整えるために，保
育所等の整備のほか，親子が集まって相談や交流
ができる拠

きょ

点
てん

づくりや，親の育児負担軽減のため
の一時預かり事業などが，児童福祉法にもとづき
実施されている。また，育児費用の負担軽減のた
めに，中学生までの子どもをもつ家庭を対象とし
た児童手当制度が設けられている。さらに，仕事
と子育ての両立のために，育児・介護休業法

➡p.147
にも

とづき，育児休業や育児時短（短時間勤務）などの
制度も整えられている。
　こうした制度がある一方で，日本は，子育て支
援を含む家族政策への財政支出が先進国のなかで
も少ないことが指摘されている。さらに，社会保
障の財源となる社会保険料や，所得税などは，勤
労世代が負担しており，高齢世代よりも勤労世代
のほうが負担が大きいしくみとなっている。給付
と負担の世代間格差をどう解消していくかが大き
な課題となっている。

3

4

4政策分野別社会支出の構成割合の国際比較（国立社会
保障・人口問題研究所資料）　
　　日本の社会支出にはどのような特徴があるだろうか。

その他の探究課題例　

•少子高齢社会における年金制度はどうあるべきか  
•これからの医

い

療
りょう

・介
かい

護
ご

はどうあるべきか

•真の福祉社会を実現するには何が必要か
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2予定している子どもの数が理想より少ない理由（出生動
向基本調査）1待機児童数と保育所等利用率の推移（厚生労働省資料）
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の育休取得率を上昇させるにはどうすればよいだろうか。
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『政治・経済』の重要事項を
先取りして学習できます。 探究の流れを「つかむ→考える

→まとめる」という形でわかり
やすく示しています。

「公共」と「政治・経済」の関係に
ついてわかりやすく説明し，両科
目の学習をスムーズに接続します。

考察のポイントとなる「視点」を
二つ明示しています。

二次元コードから『公共』の倫理分野
の紙面を振り返ることができます。

探究の流れに「参加する」を加え，探究の成果を
現実社会に活かすことをうながします。

「視点」を四つに増やし，より多面
的・多角的な考察をうながします。

公共 公共

政経政経


